
人生会議
家族や大切な人と

してみませんか
もしもの時のために、自分が望む医療やケアについて、前もって考

え、家族等や医療・ケアチームと繰返し話し合い、共有することを

「ACP（アドバンス・ケア・プランニング）『人生会議』」といいます。

問 高齢障がい福祉課 高齢者福祉係 ☎ 22-7762
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治療する際に、大切にした
いことを考えてみましょう

かかりつけ医に
質問してみましょう

希望する医療やケアについて
話し合いましょう

希望や思いは、時間の経過や健康状希望や思いは、時間の経過や健康状
態によっても変化していくものであ態によっても変化していくものであ
り、一度で決まるものではありません。り、一度で決まるものではありません。
何度も繰り返して考え、その都度上何度も繰り返して考え、その都度上
書きすることが大切です。ご家族や書きすることが大切です。ご家族や
大切な人と話し合ってみてください。大切な人と話し合ってみてください。

もしものとき、あなたの
思いを伝えてくれる人を
選びましょう

書き留めて
おきましょう

家族や友人のそばにいたい

どんな時でもあなたの希望を尊重
できる人

話し合った内容は記録として書き
残し、周囲と共有しておきましょう

今後予想される
経過は？

痛みやつらさがなければできるだけケアを受けたい

好きなことをし続けたい

必要な医療や
ケアは？

一人にしないでほしい

入院するのはいやだ

家族に負担をかけたくない

子ども

配偶者

きょうだい

人生会議（ACP）の進め方

＂人生会議＂って、こんなこと！
●もし病気になったら…まずは考えてみましょう。

●考えた内容を話し合い、共有しましょう。

例
・家族やヘルパーなどのサポートを受けながら、
　できるだけ住み慣れた自宅で生活したい。
・病院や施設で療養したい。
・可能な限り命を維持したい。
・延命につながる処置は避けたい。

「在宅療養」（住み慣れた自宅や施設で適切な医療や看護、介
護などを受けながら療養生活を送ること）を選択肢の1つに！

在宅医療・介護連携

税
の
お
知
ら
せ

問 役場 税務住民課 収納対策係  ☎２２-７７６１

福福岡県下一斉徴収強化月間です！岡県下一斉徴収強化月間です！
11月と12月は、地方税の徴収率アップと滞納の解消を強化！

納期限を1日でも過ぎれば滞納です納期限を過ぎても納税されていない税金はありませんか？

↑タイヤロックの現場

建物を新築・増築・取壊したとき

▶建物がなくても課税されたり、正しい固定資産税
の金額が算定されない場合もありますので
①建物の全部または一部を取り壊したとき
②建物を新築・増築したとき
の際は、役場税務住民課にご連絡ください。
※新築・増築・滅失登記の手続をした場合は連絡不要です。
※建物は新築後１ヶ月以内に表題登記することが法律で定められて
　おり、登記していない建物の所有者は登記手続きをご検討ください。

人住民税をはじめとする地方税の徴収率向上と滞
納の縮減を図るため、福岡県および県内自治体が

連携して11・12月を「県下一斉徴収強化月間」とし、広報
による納税推進、滞納者に対する催告の強化、差押えや

タイヤロック、捜索による滞納処分の強化等を行い、よ
り一層徴収対策に取り組みます。皆様から納めてい
ただく税金は、私たちの暮らしを支える貴重な財源。
税金が無ければ、「ごみ収集ができない」「道路が整

備されない」「公共施設の利用料金が値上がりす
る」等、十分な行政サービスが行えなくなります。

個

筑豊地区合同公売会 in 田川

▶県税事務所や筑豊地区の市町村が、税の滞納
を解消するために差し押さえた財産を出品する「合
同公売会」を毎年開催していましたが、昨年に引
き続き開催を見送ることに決定しました。皆さま
のご理解・ご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染対策で中止します

口座振替をご利用ください

▶町税の納付方法は「口座振替」が選択できます。
　口座振替にすると、納付期限月の25日（振替
　日が休日の場合は翌営業日）に口座から引き落
　とされます。“ついうっかり”を防ぐ便利で安
　心な口座振替をぜひご利用ください。

便利で安心な口座振替

税金の滞納は放置しないで

▶ 地方税法の規定では、税金は借金よりも優先
して納付しなければなりません。滞納者には督促
状や催告書を送付し納付催告を行っていますが、
納付に応じない場合には、法律に基づき財産の
差押えなどの強制執行を行うことになります。
　コロナ禍で困難な生活を強いられている状況
でも、ほどんどの皆さんに納付していただいて
います。病気や失業などやむを得ない理由によ
り納税が困難となった場合などは、分納計画を
立て、完納できるよう相談に応じます。滞納が
増える前に早めに相談にお越しください。

コロナ禍で納税が困難になった場合は相談を 必ずお知らせください

納付書の「期限」表示について

▶ 納付書には「納付期限」と「コンビニ使用期限」
の記載があり、「コンビニ使用期限」内であれば、コ
ンビニエンスストアやスマートフォンなどでの納付
が可能。ただし、税は「納付期限」までに納付しな
いと滞納扱いになるため、ご注意ください。

「納付期限」と「コンビニ使用期限」にご注意を

【滞納処分の流れ】
滞納 ➡ 督促・催告 ➡ 財産調査 ➡ 捜索・差押え 
➡ 公売・強制取立 ➡ 完納・停止
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